
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】
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電動機によって駆動されるスクリュー圧縮機を複数台並列に設置して、その吐出空気系統
を一つの配管または空気槽に合流した圧縮空気製造装置において、
　電動機をインバータによって回転数を可変で駆動して容量制御を行う回転数制御と、こ
の回転数制御の下限回転数で回転数を一定にし、圧縮機の吐出圧力を減圧することにより
無負荷運転を行う容量制御とを組み合わせた容量制御を有する複数台のインバータ駆動圧
縮機と、
　合流した配管または空気槽に設けられた圧力検出手段と、
　予め設定された制御上限圧力値と制御下限圧力値を有し、前記圧力検出手段で検出され
た圧力値と比較して前記複数台の圧縮機を制御する制御装置とを備え、
　前記制御装置は、前記複数台のインバータ駆動圧縮機うちの１台のみをインバータによ
る回転数制御を行わせ、その他のインバータ駆動圧縮機は全負荷運転に固定して運転する
か停止させるように制御し、かつ
　前記圧力検出手段で検出された圧力値が前記制御上限圧力値以上となった場合には、前
記回転数制御を行わせていた圧縮機を停止させると共に、他の全負荷運転中のインバータ
駆動圧縮機を回転数制御に切り替え、空気消費量が減少して前記制御上限圧力値に到達す
る毎にこの動作を繰り返させることにより、順次圧縮機を停止させていくように制御する
ことを特徴とする圧縮空気製造装置。



ことを特徴とする圧縮 装置。
【請求項３】
前記請求項 おいて、制御手段に、容量制御を行わせる、または停止させる圧縮機の順
序を任意に設定できる機能を付加したことを特徴とする圧縮 装置。
【請求項４】
前記請求項 おいて、 を構成する 圧縮機のうち少なくとも１
台が、回転数が一定で、吸込み空気を絞る手段によってその容量を調整する圧縮機であり

圧縮機が停止した場合にかぎって、回転数が一定の圧縮機に容量
調整を行わせ とを特徴とする圧縮 装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、駆動電動機の回転数を変化させて圧縮機の容量を調整する圧縮機を複数台組み
合わせる場合の制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、特開平９－２５０４８５　号公報において図５に示すものが公知である。圧縮機は
圧縮空気出口の圧力センサーが設けられ、ＰＩＤ制御により圧縮機の回転数を変化させて
容量制御を行う圧縮機が示されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の技術においては、圧縮機を単独で運転する場合、従来の回転数一定での容量制
御方法に対し大きな消費動力の改善が得られるが、圧縮空気製造 では圧縮機を複数台
並列に接続して運転を行う場合があり、この場合には従来技術の圧縮機を並列運転しても
、従来方式の台数制御運転に対し大きな省電力効果が得られないという問題があった。

【０００４】
【課題を解決するための手段】

【０００５】
複数台の 圧縮機を並列運転す

る場合、変動する付加に応じ 転数制御により容量制御を行う圧縮機を１台に限定し
他の圧縮機は停止または全負荷運

消費動力がほぼ直線的に変化する理想的な圧縮空気製造 。
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請求項１において、前記無負荷運転を行う容量制御では、回転数制御の下限回転数で、回
転数を一定にして吸い込み絞り弁も閉塞する 空気製造

１に
空気製造

１に 圧縮空気製造装置 複数台の

、全てのインバータ駆動
るこ 空気製造

装置

本発明の目的は、使用空気量の減少に対応してほぼ直線的に消費動力を減少させることの
できる圧縮空気製造装置を得ることにある。

上記目的を達成するため本発明は、電動機によって駆動されるスクリュー圧縮機を複数台
並列に設置して、その吐出空気系統を一つの配管または空気槽に合流した圧縮空気製造装
置において、電動機をインバータによって回転数を可変で駆動して容量制御を行う回転数
制御と、この回転数制御の下限回転数で回転数を一定にし、圧縮機の吐出圧力を減圧する
ことにより無負荷運転を行う容量制御とを組み合わせた容量制御を有する複数台のインバ
ータ駆動圧縮機と、合流した配管または空気槽に設けられた圧力検出手段と、予め設定さ
れた制御上限圧力値と制御下限圧力値を有し、前記圧力検出手段で検出された圧力値と比
較して前記複数台の圧縮機を制御する制御装置とを備え、前記制御装置は、前記複数台の
インバータ駆動圧縮機うちの１台のみをインバータによる回転数制御を行わせ、その他の
インバータ駆動圧縮機は全負荷運転に固定して運転するか停止させるように制御し、かつ
前記圧力検出手段で検出された圧力値が前記制御上限圧力値以上となった場合には、前記
回転数制御を行わせていた圧縮機を停止させると共に、他の全負荷運転中のインバータ駆
動圧縮機を回転数制御に切り替え、空気消費量が減少して前記制御上限圧力値に到達する
毎にこの動作を繰り返させることにより、順次圧縮機を停止させていくように制御するこ
とを特徴とするものである。

上記構成とすることにより本発明によれば、 インバータ駆動
て回 、

転するように構成しているので、使用空気量の減少に対
し 装置が得られる



【０００６】
【発明の実施の形態】
図１に、本発明の実施例の圧縮機の機器の構成とフローを示す。
【０００７】
本実施例では５台の圧縮機を使用した圧縮空気製造装置の例を示す。５台の圧縮機（１か
ら５）はそれぞれインバータとＰＩＤ機能を有し回転数を変化できるもので、其々の圧縮
空気出口は集合されて空気槽６に接続され、圧縮空気使用ラインへと供給される。
【０００８】
空気槽６には圧力センサー７が取り付けられており、この信号は制御装置８に取り込まれ
る。制御装置にはあらかじめ制御上限圧力Ｈと制御下限圧力Ｌを設定しておき、圧力セン
サーで検知される圧力と常に比較を行わせる。
【０００９】
また制御装置には容量制御を行わせる圧縮機の順序をあらかじめ設定しておく。例えば本
例では１から５の数字の大きい順に容量制御を行わせる。以降１を圧縮機Ｎｏ．１，２を
圧縮機Ｎｏ．２と５まで順次圧縮機Ｎｏ．で呼ぶ。
【００１０】
本制御装置８は圧縮機の運転中に空気槽の圧力がＬより高く、Ｈ未満であれば、Ｎｏ．５
圧縮機５のみを回転数制御し、その他のＮｏ．１からＮｏ．４の圧縮機（１，２，３，４
）は容量制御を行わせずに全負荷で運転させる。
【００１１】
空気槽の圧力がＨ以上になったときは、これを圧力センサー７で検出し、制御装置８から
Ｎｏ．５の圧縮機を停止させる信号を発すると同時に、回転数制御を行う圧縮機をＮｏ．
４圧縮機４に切り替える。装置から吐出される空気量より、消費量が減少して圧力がＨに
到達する毎に、この動作を繰り返させ順次圧縮機を停止させていく。
【００１２】
逆に圧力がＬ以下になったことを圧力センサー７が検出すると、制御装置から、停止した
のと逆の順序で圧縮機を起動し、起動した圧縮機にのみ回転数制御による容量制御を行わ
せる。
【００１３】
容量制御を行う圧縮機は圧力が一定になるように回転数を変化させる運転を行うが、この
制御圧力は前記ＬとＨの間の任意の圧力に設定する。この圧力の検出は個々の圧縮機の出
口に内蔵された圧力センサーで検出して個々のＰＩＤ機能とインバータで制御する。ある
いは、空気槽６に設置された圧力センサー７で圧力を検出し、これを個々の圧縮機のＰＩ
Ｄ回路へ送り込んで回転数制御してもよい。
【００１４】
図２に１台の圧縮機の使用空気量Ｑに対する消費動力Ｌの特性を示す。図は全負荷時の吐
出し空気量を１００％、そのときの圧縮機の消費動力を１００％として示してある。図２
ａは圧縮機の回転数は一定で吸込み絞り方式の消費動力特性であり、図２ｂはインバータ
を用い３０％～１００％の空気量の範囲で回転数制御を行い、３０％以下の領域では吸込
み絞りを行ったときの消費動力特性である。圧縮機１台で比較した場合には図２ｂの方が
大幅に容量制御特性が優れており負荷変動時の電力消費は大きく改善できる。
【００１５】
一方、圧縮機の回転数は一定の吸込絞り方式の圧縮機を５台設置し、そのうち１台のみ容
量制御機とし他を全負荷運転させることのできる機能を制御装置によって付加した場合、
図３及び図４のＢのような消費動力特性となり、このような運転方法は従来からも圧縮機
の台数制御方式として採り入れられている。
【００１６】
また、回転数制御機能を有する５台の圧縮機を単純に並列運転した場合の消費動力特性は
図３（図４）中のＡのようになる。ＡとＢの比較においては一部分Ｂの方が下回る（消費
動力が小さくなる）場合があり、必ずしも回転数制御方式を有する圧縮機の省電力面での
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優位性が発揮できない。
【００１７】
しかし、本発明の圧縮空気製造装置では回転数制御を１台の圧縮機のみに受け持たせるこ
とにより図３（図４）のＣのような消費動力特性を得ることが可能になり、複数台の圧縮
機で構成される圧縮空気製造設備においても、消費空気量に対してほぼ直線的に消費動力
が低下するという理想的な特性を得ることができる。この場合Ｂの方式に対し、図３の中
の斜線部が省電力となり、本例の装置を消費動力３７ｋＷの圧縮機５台で構成したとする
と、最大１８ｋＷｈ（図２ａのＰ点と図２ｂのＱ点の差分に相当）の省電力となる。
【００１８】
また、回転数制御機能を有する圧縮機は吐出圧力を一定値にするように制御を行わせるこ
とができるため、この設定圧力を前記Ｌより少し高く設定しておけば、無駄な圧力上昇を
防止し、この面でも消費電力を軽減することが可能である。
【００１９】
また、あらかじめ圧縮空気の消費空気量の変動パターンが把握されており、比較的少ない
負荷で使用されるケースが少ない場合では、回転数が一定で吸込み絞り方式で容量を調整
するタイプの圧縮機を少なくとも１台、設備の中に組み入れておいてもよい。
【００２０】
この場合には、インバータで回転数を変化させることの可能な圧縮機がすべて停止するま
で、制御装置８により、回転数一定の圧縮機は容量調整を行わせないようにする。例えば
図１の如く、５台の圧縮機で装置を構成する場合で、あらかじめ空気の使用量が必ず２台
分ある場合には図１中のＮｏ．４圧縮機４とＮｏ．５圧縮機５は回転数一定の圧縮機で構
成しておく。この場合の消費動力特性は図４のようになるが、通常の圧縮空気の使用領域
が４０％以上であれば、従来の方法に対する省電力効果は図３の場合と同じになる。
【００２１】
これにより、比較的イニシャルコストの低い一定速度の圧縮機を装置内に採り入れても前
記と同様の省電力効果を得ることができる。
【００２２】
【発明の効果】
本発明によれば、複数台の圧縮機で構成される圧縮空気製造装置 、使用空気量の
減少に 。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の圧縮空気製造装置を示す構成図。
【図２】１台の圧縮機の消費動力特性を示す図。
【図３】圧縮空気製造装置の消費動力特性を示す図。
【図４】本発明の圧縮空気製造装置の消費動力を示す図。
【図５】従来技術の圧縮空気製造装置の構成図。
【符号の説明】
１～５…圧縮機、６…空気槽、７…圧力センサー、８…制御装置、９…圧縮機本体、１０
…電動機、１１…インバータ，ＰＩＤ制御部、１２…吸込フィルター、１３…オイルセパ
レータ、１４…アフタークーラ。
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において
対し消費動力がほぼ直線的に変化する理想的な圧縮空気製造装置が得られる



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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